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日本政府は、現在、参議院で審議中の「平和安全法制整備法案」と「国際平和支援法案」

からなる安全保障関連法案（安保法制）を与党の数の論理によって強行的に成立させよう

としています。

安保法制が成立されれば、日本は「存立危機事態」という極めてあいまいな要件の下、

政府の恣意的な判断で、自国を攻撃されない場合も武力行使をすることが可能になり、さ

らにアメリカ等の行う戦争に武力行使と一体化した後方支援活動が可能になります。

私たち RAFIQ（在日難民との共生ネットワーク）は、難民問題を恒久的に解決しようとす

る NGOとして、また出身国での人権保護を期待できない難民を日本で代替的に保護する人

権擁護の担い手として、以下の理由により、安保法制に反対します。

１ 戦争は難民を発生させる最大の要因である

世界には、紛争や迫害を逃れて家を追われた人たちが、現在約６０００万人います（UNHCR

グローバル・トレンズ・レポート 2014：年間統計報告書）。この数は過去最多で、５年間で

４倍に膨れあがっており、世界中で１２２人に１人が家を追われたことになります。とり

わけ２０１１年から始まったシリア紛争が大きな要因です。さらに、過去５年間で１５の

紛争が勃発（または再燃）し、終息に向かっている紛争はほとんど無く、さらなる強制移

動を生み出しています。

同報告書によると、これらの難民の実に半数以上が子どもたちです。これらの子どもた

ちは家や家族から引き離され、恐怖にさいなまれ、そして未来を失われようとしています。

また、避難先で十分な生活や教育を受けられる保障はなく、児童労働や武装勢力への関与、

早期結婚や性的暴力などの標的になっています。

このように戦争は難民を発生させる最大の要因であり、とりわけ子どもたちが難民とし

て最大の犠牲者となるのです。

また、ひとたび難民となって強制移動を強いられた人たちが、「難民」の状態から脱する

ことができるまでには、平均１７年もの長い年月がかかっています。

私たちは、難民問題を恒久的に解決しようとする NGOとして、今後このような戦争に日

本が加担することになる安保法制を認めるわけにはいきません。

２ 戦争は最大の人権侵害である



戦争は膨大な人たちの生命や健康を奪い、個人の尊厳を蹂躙し、あらゆる人権を侵害し

ます。

例えば、２００３年に勃発したイラク戦争においては、民間人の死者数は数十万人に及

びました。さらには、宗派間対立や ISIL（いわゆる「イスラム国」）の脅威などにより、現

在もなお、約３００万人もの人々が国内避難民として、厳しい環境での避難生活を余儀な

くされています。また、イラク戦争においては、クラスター爆弾や白リン弾などの非人道

的兵器が使用され、劣化ウラン弾による放射能汚染が拡大し、ファルージャやラマディ等

では無差別攻撃、集団虐殺が行われました。

安保法制が成立されれば、日本はこれらを行う米軍などの武力と一体化した後方支援活

動を行うことになります。

私たちは、人権擁護の担い手として、あらゆる大義の戦争に反対し、今後戦争の当事者

となるような安保法制を認めるわけにはいきません。

３ 難民受け入れは国際社会の義務であり、平和への第一歩である

日本政府は安保法制によって戦争を抑止し国家の安全保障を図ると述べています。しか

し、軍備の増強・武力行使の拡大による「抑止力」は、国家間の緊張をむやみに高めるも

のであり、また、アメリカ等の戦争に協力することは、報復の連鎖に巻き込まれることを

意味します。

真の平和な社会を実現するためには、国境と国籍を超えて、人間一人一人の人権を保障

する「人間の安全保障1」が最も有効な手段です。日本政府は、２０１４年、約５，０００

人の難民申請がありながら、わずか１１人しか難民として受け入れませんでした。この受

け入れ数は、同年、韓国は８７人、ドイツは３３，３１０人、イギリスは１０，７２５人、

アメリカは２１，７６０人を難民として受け入れたことと比較して、極めて不十分である

ことは明らかです。

日本政府として安全保障のためにやるべきことは、人間の安全保障の重要な実践の一つ

である難民の受け入れです。また国際人権規約の選択議定書に批准するなど、国内の人権

保障を強化し、世界に対し、人権を保障する国家であることを表明することです。

よって、私たち RAFIQ（在日難民との共生ネットワーク）は、安保法制に強く反対し、国

会に対してこれを廃案にするよう強く求めます。

1 国連で正式に採択された概念で、一人一人の生存、生活、人権に対する深刻な脅威から人々

を守ること。


